
～～～～～～～～～～～～～～～

第１ 市政一般に対する質問

○稲 田議 長 そ れで は 、日程 第１ 、市 政一般 に対 する質 問を 行い

ます。

本 日は 昨日に 引き 続 き、会 派に よる 代表質 問を 行って いた だき

ます。

（登 壇） 皆様、 おは よう ござい ます 。会派 よな ご・

本 日は 、折し も国 会 におき まし ては 、昨日 より 政治倫 理審 査会

が開 かれ ていま す。 地 方自治 は民 主主 義の学 校と 呼ばれ てい ます。

市民 の皆 様の政 治へ の 関心と 信頼 を取 り戻す 鍵は 、この 地方 議会

にあると信じ、本日は質問に臨もうと思います。

会 派を 代表い たし ま して、 主に 人口 減少時 代に おける 米子 市の

まち づく りにつ いて １ １項目 にわ たっ て質問 して まいり ます ので、

明快な御答弁をよろしくお願いいたします。

米 子市 の総人 口は 、 ２００ ５年 をピ ークに 減少 傾向に あり ます。

しか し、 社会保 障制 度 の受給 世代 と原 資を稼 ぐ世 代とに 着目 し、

扶養 され る人１ 人当 た りの成 人数 を見 ますと 、米 子市で は１ ９９

５年 にピ ークが あり 、 この頃 より 米子 市は人 口ボ ーナス 期か ら人

口オ ーナ ス期に 入っ た と考え られ ます 。人口 オー ナス、 人口 ボー

ナス とい う概念 は、 デ ービッ ド・ ブル ームが 提唱 したも ので 、生

産年 齢人 口が多 く高 齢 者が少 ない こと から、 社会 保障が かさ まず

経済 成長 しやす い人 口 ボーナ ス状 態に 対して 、働 く人よ りも 支え

られ る人 が多く なる 状 態を人 口オ ーナ ス状態 と呼 んでい ます 。人



口ボ ーナ ス期か ら一 旦 人口オ ーナ ス期 に入れ ば後 戻りす るこ とは

不可 能で 、米子 市に お いても その 状態 を前提 とし たまち づく りが

求められているのは言うまでもありません。

１番、中長期スパンで考えたまちづくりについて。

令和 ６ 年度 が基 本 計画 の最 終 年度に 当 たる 米子 市 まちづ く りビ

ジョ ンは 、第４ 次米 子 市総合 計画 及び 第２期 米子 市地方 創生 総合

戦略 と一 体化し て策 定 されま した 。当 時、ま ちづ くりの 長期 計画

であ る基 本構想 を５ 年 以上残 して 新し く策定 し直 すこと につ いて

は、 時代 の変化 が激 し いので 、５ 年ご との見 直し が適当 であ ると

の御 説明 だった と記 憶 してお りま す。 基本構 想の 変更と なれ ば、

議決 が必 要とな りま す 。この たび の策 定にお きま しても 、基 本構

想の部分から見直すおつもりであるか伺います。

米 子市 まちづ くり ビ ジョン に示 され た将来 の人 口推計 から 大き

く乖 離し て本市 の人 口 は減り 続け てい ます。 人口 推計は 各種 予測

の基 にな る重要 な数 字 ですが 、希 望的 観測に 基づ いてい たと 言わ

ざる を得 ません 。出 産 可能な 年齢 の女 性人口 が減 る中、 どん なに

出生 率を 上げて も人 口 は減り ます 。米 子市は 周辺 自治体 から の社

会移 動で 人口を 維持 し てきた 側面 もあ る中、 周辺 自治体 の人 口も

減り 続け ていま す。 こ れをど う捉 えて まちづ くり をする のか 。米

子市 の最 上位計 画に あ る米子 市総 合計 画にお ける 人口ビ ジョ ンに

対する市長のお考えを伺います。

生 産年 齢人口 の減 少 等によ り本 市の 中期財 政見 通しは 、近 い将

来、 収支 不均衡 、つ ま り赤字 が続 き、 財政調 整基 金の取 崩し が推

計さ れて います 。将 来 に負担 を先 送り しない ため に効果 的な 投資

によ る税 源涵養 、財 源 の確保 と無 駄な 事業の 見直 しによ る歳 出の



抑制 が求 められ 、中 長 期的ス パン でま ちづく り、 市政運 営を する

必要 があ ると考 えま す 。市長 がま だ市 長候補 者で いらっ しゃ った

頃、 私の 所属す る住 民 団体で お話 を伺 いまし た。 覚えて いら っし

ゃい ます でしょ うか 。 市長は 、南 北自 由通路 がで きれば 駅南 の遊

休地 など への投 資で 約 ２億円 の固 定資 産税収 の増 加が見 込ま れる。

それ によ り市の 手出 し 分を払 うこ とが できる 見込 みであ ると 南北

自由 通路 事業の 税源 涵 養効果 に言 及さ れまし た。 南北自 由通 路開

通に より 米子駅 周辺 の 固定資 産税 収が どれく らい 増える 見込 みか

伺い ます 。また 、米 子 城跡整 備事 業で 見込ま れる 投資効 果と 維持

管理 費負 担につ いて 、 中長期 的な 事業 の効果 と政 策方針 につ いて

伺い ます 。南北 自由 通 路と米 子城 跡整 備事業 につ いては 、後 ほど

松田議員が関連で質問いたします。

令 和６ 年度予 算編 成 方針で は、 スク ラップ ・ア ンド・ ビル ドが

掲げ られ ていま すが 、 費用の 縮小 はあ っても 、事 業の廃 止は 思う

よう に行 われて いな い のが現 状で す。 地方自 治体 全般的 にそ の傾

向は あり ますが 、そ の 理由の 一つ に、 総合計 画が 積み上 げ型 であ

るこ とが 指摘さ れて い ます。 今後 公共 施設の 総量 なども 減ら して

いく 必要 がある 中、 総 合計画 にも 事業 や施設 の廃 止をし てい く計

画が 盛り 込まれ ても い いので はな いか と思う ので すが、 市長 のお

考え を伺 います 。ま た 、総合 計画 をは じめと した 各種計 画に は成

果目 標が 設定さ れ、 以 前にも 御指 摘し ました が、 成果目 標の 設定

がや った ことの 実績 で あるア ウト プッ トとそ のこ とによ る成 果で

ある アウ トカム が混 在 してい るこ とが 多く、 違和 感を持 ちま す。

行政 の事 業の大 きな 目 的は住 民サ ービ スの向 上で すので 、そ の最

終ア ウト カムに は市 民 の満足 度向 上が あって しか るべき と考 えま



す。 事業 の成果 目標 設 定の考 え方 とと っとり 電子 申請サ ービ スを

活用 した 市民意 識調 査 の結果 を効 果判 定につ なげ ること につ いて、

市長の御見解を伺います。

２番、公共施設マネジメントについて。

令和 ３ 年度 財政 状 況資 料集 に よりま す と、 将来 負 担比率 と 有形

固定 資産 減価償 却率 の 組合せ によ る分 析では 、令 和元年 まで は将

来負 担比 率も、 有形 固 定資産 減価 償却 率も低 下す る傾向 が見 られ

ます が、 令和２ 年度 以 降は将 来負 担比 率は低 下す る一方 で、 有形

固定 資産 減価償 却率 は 横ばい の状 況で す。こ の状 況につ いて 、米

子市 の場 合、ど うい っ た分析 にな るの か、市 長の 御見解 を伺 いま

す。

有 形固 定資産 減価 償 却率に つい て施 設の類 型型 分析で は、 保育

所や 児童 館など 子ど も のため の施 設の 老朽化 が目 につき ます 。現

場で は数 字以上 の老 朽 化が進 んで いる そうで すが 、不具 合に つい

ては その 都度、 修繕 や 改修な どで 対応 されて いる とのこ とで した。

先日 伺っ た児童 館も 老 朽化が 進ん でい ました が、 換気設 備が ない

ため に、 大雪の 中、 窓 を開け てな かよ し学級 が開 かれて いま した。

新し い生 活様式 など 、 ウィズ コロ ナに 向けて 配ら れた巨 額の 交付

金は 一体 何に使 われ た のか、 疑問 を持 たざる を得 ません 。未 来を

担う 子ど ものた めの 施 設が財 政再 建の 犠牲に なる ことは あっ ては

なら ない ことで す。 米 子市で は公 共建 築物の 延べ 床面積 を今 後４

０年 間で ２０％ 削減 す ること を目 標と してい ます 。施設 を減 らし

ても 住民 サービ スが 低 下しな いよ うに するに は、 複合化 と多 機能

化は 避け て通れ ませ ん 。公共 施設 総合 管理計 画に は、耐 用年 数を

経過 し、 更新が 必要 と 判断さ れた 施設 につい ては 、従来 の１ 施設



１機 能と いう考 え方 に とらわ れず 、多 用途の 施設 との複 合化 また

は延 べ床 面積の 縮小 を 検討し ます とあ ります が、 複合化 につ いて

は、 今後 対象施 設を ど のよう に決 め、 どのよ うな 複合化 をし てい

く方 針な のか伺 いま す 。また 、学 校施 設の地 域利 用の可 能性 につ

いてお考えを伺います。

次 に、 一般廃 棄物 処 理に関 する 公共 施設マ ネジ メント につ いて

伺い ます 。一般 廃棄 物 は、大 きく 分け て、ご みと し尿、 浄化 槽汚

泥に 分類 されま すが 、 公共下 水道 とし 尿処理 施設 、また 合併 浄化

槽か ら出 た汚泥 は産 業 廃棄物 とな りま す。こ の処 理費用 は、 令和

６年 度に 計上さ れた 予 算額で ２億 5,５ ２ ８ 万 円 に 上 り ま す 。 内 浜

処 理 場 で は 、濃 縮汚 泥 の嫌気 性消 化処 理が行 われ ていま す。 発生

した ガス は発電 に利 用 されて いる 反面 、残渣 は産 廃処理 され てい

ます 。こ こにし 尿、 汚 泥も統 合さ れる 計画で す。 現時点 でこ の内

浜処 理場 の産廃 処理 費 用が幾 らか かっ ている のか を伺い ます 。ま

た、この残渣を肥料として利活用する考えはないか伺います。

公 明党 議員団 の質 問 に、下 水道 と合 併浄化 槽の 今後の 方向 性に

つい て御 答弁が あり ま した。 地方 自治 体の中 では 、ごみ と生 活排

水に 分け た処理 から 、 下水道 の延 長を やめ、 循環 型処理 に切 り替

える こと で、今 後５ ０ 年の長 期計 画の 中で大 幅に 施設建 設費 や維

持費 の削 減を見 込む と ころも あり 、注 目され てい ます。 反面 、こ

こま での 長期的 な計 画 が自治 体の 業務 にない こと が問題 視さ れて

いま す。 米子市 にお け る一般 廃棄 物処 理は、 米子 市の管 轄で あっ

たり 、鳥 取県西 部広 域 行政組 合の 管轄 であっ たり と、長 期的 な計

画を する 場がど こに な るのか 疑問 に思 います 。一 般廃棄 物処 理に

おけ る包 括的か つ長 期 的な施 設マ ネジ メント の課 題につ いて 市長



の御見解を伺います。

公 共施 設マネ ジメ ン トのう ち、 市民 の関心 の高 い本庁 舎に つい

て伺 いま す。行 財政 改 革大綱 、予 算編 成方針 にお いても 、借 地の

買取 り、 借地料 の見 直 しと適 正化 が上 げられ てお り、庁 舎再 編ビ

ジョ ンで も同様 の方 針 が示さ れて いま す。借 地料 の問題 を抜 きに

して は公 共施設 のマ ネ ジメン トも 、財 政見通 しも 語れな いは ずで

す。 本庁 舎借地 料は 、 鑑定評 価額 と同 額にな った のか、 買取 りの

めどは立ったのか伺います。

３、官民連携について。

米子 市 にお ける 官 民連 携の 在 り方に つ いて 伺い ま す。米 子 市の

業務 の委 託状況 を見 た ときに 、事 業の 自由度 が低 く、業 務委 託の

域を 出な いよう な事 業 へ指定 管理 され ていた り、 自主事 業な ども

盛ん に企 画され てい る のに業 務委 託だ ったり と、 官民連 携手 法の

選択 の基 準がよ く分 か らない と感 じる ことが あり ます。 官民 連携

手法の選択の考え方について市長の御所見を伺います。

さ らに 、指定 管理 者 は、令 和２ 年度 までは ほと んどが 山陰 両県

の地 元企 業で占 めら れ ていま した が、 贈収賄 事件 という 不祥 事の

あっ た会 社に代 わっ て 、令和 ３年 度か らは広 島市 に所在 地が ある

会社 も指 定され てい ま す。地 域外 の企 業の先 進的 なノウ ハウ を取

り入 れて 公共施 設の 機 能が向 上し たり 、より 効率 的な事 業運 営が

され るこ とは、 住民 サ ービス の向 上に つなが りま す。競 争が 生ま

れる こと で地元 企業 の 成長に もつ なが ると考 えま す。で すが 、Ｐ

ＦＩ 手法 で整備 され る 米子ア リー ナの 優先交 渉権 につい ては 、地

元企 業で あると いう こ とに優 位性 が示 されま した 。官民 連携 で米

子市 の事 業に民 間の 活 力を導 入す る際 に、事 業者 の選定 にお いて



地元 を優 先する のか 、 幅広い 地域 の企 業の参 入を 促すの か、 市長

のお考えを伺います。

４、住民自治について。

本来 住 民の 自治 活 動は 、そ れ ぞれの 責 任で もっ て 自分た ち のた

めに 自主 的に運 営さ れ るべき もの です が、重 層的 支援体 制の 中で

は、 協働 の名の 下に 地 域福祉 に責 任を 果たす こと が求め られ てい

るよ うに も受け 止め ら れます 。今 後地 域福祉 だけ でなく 、様 々な

分野 で官 民連携 を進 め るに当 たっ て、 米子市 にお いて住 民自 治と

いう 言葉 がどの よう に 定義さ れて いる のか伺 いま す。さ らに 、米

子市 民自 治基本 条例 の 中で、 住民 自治 がどの よう に盛り 込ま れて

いるのか伺います。

５、地域公共交通会議の在り方について。

路線 バ スの 赤字 が 増え たり 、 タクシ ー を呼 んで も なかな か 来な

い地 域が 出てき たり と 、公共 交通 の問 題は人 口減 少を誰 にも 分か

る形 で可 視化し てい ま す。国 土交 通省 中部運 輸局 作成の 地域 公共

交通 会議 等運営 マニ ュ アルに より ます と、会 議で の議論 の内 容に

つい ては 、１、 地域 公 共交通 の将 来に ついて 、２ 、コミ ュニ ティ

バス ・デ マンド 型交 通 等の運 行に つい て、３ 、地 域公共 交通 の利

用促 進に ついて など が 上げら れて いま す。米 子市 地域公 共交 通会

議を 毎回 傍聴し てい ま すが、 議論 は活 発では なく 、手続 的に 必要

なの で開 催して いる だ けの会 議の よう に見え ます 。バス 路線 の再

編な どに ついて 、地 域 での住 民説 明会 も実施 され ていま すが 、も

っと 地域 公共交 通会 議 での住 民代 表や 事業者 の意 見を基 に活 発な

議論 がな されて もい い ように 思い ます 。歩い て楽 しいま ちづ くり

によ る公 共交通 の維 持 を図る 米子 市と して、 地域 公共交 通会 議の



在り方について市長のお考えを伺います。

６番、住民一人一人を大切にする市政運営について。

人口 が 減る こと は 悪い こと ば かりで は なく 、住 民 一人一 人 に細

やか に気 配りが でき る という メリ ット もあり ます 。実際 社会 は個

を尊 重す る方向 に変 化 してい ます 。こ のこと は、 住民を マス 、す

なわ ち個 別化さ れな い 、不特 定多 数の 人々と 捉え るやり 方か ら、

個別 のア プロー チに 行 政も変 化す る必 要性を 示唆 してい ます 。米

子市 の施 策を見 ます と 両方が 混在 して おり、 移行 期であ るよ うに

思い ます 。例え ばよ り 住民に 近い 地域 へ総合 相談 支援セ ンタ ーの

設置 を目 指すと いう 施 策は、 まさ に個 別対応 の強 化を目 指す もの

です が、 一人一 人必 要 性が異 なる にも かかわ らず 、学校 での フッ

化物 洗口 を一斉 に実 施 したり 、フ レイ ル状態 のス クリー ニン グに

多額 の費 用をか けた り と、公 衆衛 生の 分野で はパ ターナ リズ ムが

目立 ちま す。も ちろ ん マスを 対象 とし たほう が効 果的な 事業 もあ

るこ とは 理解し ます が 、混在 する 状況 という のは 、二重 投資 のリ

スク もは らんで いま す 。今後 の米 子市 の方向 性と して、 住民 をマ

スと 捉え た対応 と個 別 対応の どち らを 重視し てい くおつ もり なの

かを伺います。

ま た、 人口オ ーナ ス 期でも 経済 発展 しやす い働 き方と して は、

なる べく 男女と もに 働 く、な るべ く短 時間で 働く 、なる べく 違う

条件 の人 をそろ える と いうこ とが 提唱 されて いま す。誰 もが 働き

やす い環 境をつ くる こ とは、 労働 力不 足の解 消に もつな がっ てい

くと 考え ます。 現在 な るべく 短時 間で 働く、 すな わち生 産性 を上

げる ため の支援 は事 業 化され てい ると のこと です が、労 働者 一人

一人 を大 切にす る働 き 方を実 現し 、労 働力不 足に 対応す るた めに、



米子 市行 政とし て事 業 者に対 しど のよ うな働 きか けをし てい くの

か、市長のお考えを伺います。

７、日本海沖Ｆ５５断層への備えについて。

鳥取 県 西部 地震 な ど内 陸型 の 地震を 経 験し てい る 米子市 で すが、

能登 半島 地震は 日本 海 沖にあ る活 断層 の恐ろ しさ を再認 識さ せま

した 。鳥 取県危 機管 理 局危機 管理 政策 課が平 成３ ０年に 作成 した

資料 によ ります と、 日 本海沖 Ｆ５ ５断 層によ る地 震はマ グニ チュ

ード 8.１ が 予 想 さ れ 、 弓 浜 地 区 や 皆 生 周 辺 、 中海 沿岸に 加え 、中

心部 にも 液状化 危険 度 が高い 地域 があ ること が確 認でき ます 。鳥

取大 学工 学部の 香川 敬 生教授 によ ると 、液状 化に おいて は、 耐震

性が 高く ても家 屋倒 壊 の可能 性が ある とのこ とで した。 市庁 舎は

災害 対策 本部と して 堅 牢さを 求め られ るわけ です が、市 庁舎 のあ

る場 所の 液状化 危険 度 の評価 と、 また 浸水想 定に ついて 伺い ます。

なお 、地 震防災 につ い ては、 国頭 議員 が後ほ ど関 連で質 問い たし

ます。

８、島根原子力発電所について。

市長 は 、２ ０２ ２ 年、 島根 原 発稼働 の 賛否 を問 う 米子市 民 投票

条例 案に 反対し 、市 民 の意見 を直 接聞 くこと なく 、島根 原発 ２号

機の 再稼 働を容 認す る 判断を され まし た。今 回の 能登半 島地 震の

教訓 をあ りのま まに 受 け止め 、米 子市 民の生 命、 健康、 財産 、暮

らし を守 ること が最 優 先の役 割を 担う 首長と して 、当時 の容 認の

判断 の妥 当性を 検証 す べきと 考え ます 。この 演壇 から市 長の 考え、

市民 への メッセ ージ が 市民に 伝わ るよ う、こ れに 関して の見 解を

述べていただきたいです。

９番、淀江産業廃棄物管理型最終処分場について。



今年 １ 月１ ２日 、 環境 管理 事 業セン タ ーは 、事 業 計画変 更 届を

鳥取 県に 届け出 てい ま す。こ れは 埋立 処分場 の地 盤に関 して 想定

して いな かった 軟弱 地 盤があ ると いう ことで 、こ れまで の事 業計

画を 変更 する必 要性 に 迫られ たか らで す。鳥 取県 廃棄物 処理 設置

手続 条例 第２１ 条第 ３ 項によ りま すと 、事業 計画 変更の 届出 をし

たと きに おける 手続 は 、第５ 条か ら前 条まで の規 定の例 によ るも

のと する とあり ます が 、米子 市と して 、事業 セン ターは この 条例

に沿った手続をしているとの認識なのか、その見解を伺います。

ま た、 御承知 のと お り、こ の計 画地 には市 有地 が存在 し、 一般

廃棄 物第 ２処分 場の 建 設につ いて 、旧 淀江町 と環 境プラ ント 工業

株式 会社 との間 で結 ば れた開 発協 定が 存在し ます 。その 中の 第４

条に 、開 発事業 を実 施 しよう とす る土 地に関 して 、目的 外の 用途

に供 して はなら ない と ありま す。 市は 、開発 事業 を実施 しよ うと

する 土地 は、埋 立部 分 に限定 され ると の見解 を示 してい ます が、

これ に関 して、 以下 ３ 点につ いて お聞 きしま す。 １、埋 立部 分に

限定 され るとす る根 拠 は何か 。２ 、そ の埋立 部分 の土地 の面 積は

幾ら か。 また、 その 範 囲を地 図上 で示 すこと がで きるか 。３ 番、

環境 プラ ント工 業株 式 会社も 、米 子市 の見解 と同 じであ ると いう

根拠は何か。

１０番、情報公開制度について。

現在 市 は、 会議 な どの 音声 デ ータの 開 示方 法は 、 音声デ ー タの

写し の提 供では なく 、 聴取に よる 公開 、つま り市 民は担 当課 まで

出向 き、 その場 で音 声 を聴き なさ いと いうこ とに なって いま す。

その よう な運用 の仕 方 は、理 由は 、写 しとし て交 付した 場合 、後

にそ の音 声が流 布さ れ または 加工 され 悪用さ れる ことも あり 得る



ため とし ていま す。 音 声デー タの 公開 に関し ては 、鳥取 県は 従来

から 音声 データ の写 し の提供 の方 法を 取って いる が、流 布ま たは

加工 、悪 用の実 績が あ ったの か伺 いま す。ま た、 音声デ ータ の保

存に 関し 、市は 会議 録 等の作 成ま でと し、作 成後 は廃棄 する とし

てい ます が、こ れは ど のよう な規 定に 基づく もの か説明 を求 めま

す。

１１、町名整理について。

この た び米 子市 で は新 しく 町 名をつ く られ る予 定 になっ て いま

す。 町名 整理に つい て は、過 去当 市で も行わ れて きた経 緯が あり

ますが、そのいきさつや経緯、今後の計画について伺います。

以 上で 壇上の 質問 を 終わり とし 、答 弁を受 けた 後、質 問席 にて

再質問させていただきますので、よろしくお願いをいたします。

○稲田議長 伊木市長。

○伊 木市 長

対し まし て、私 が所 管 する部 分に つい て答弁 をさ せてい ただ きま

す。

最 初に 、米子 市ま ち づくり ビジ ョン の改定 につ いての 御質 問で

ござ いま す。こ のた び の改定 でも 基本 構想の 見直 しをさ れる のか

とい うこ とでご ざい ま すが、 次の 基本 構想に つき まして は令 和１

１年 度ま でとし てお り まして 、基 本的 には今 の基 本構想 をベ ース

とし、必要に応じて改定をしていきたいと考えております。

ま た、 総合計 画に お ける米 子市 人口 ビジョ ンに 対する 考え 方で

ござ いま すが、 この ビ ジョン と呼 んで おりま すけ れども 、過 去の

人口 動向 をベー スと し た推計 値で あり ますの で、 市の政 策と 明確

な相 関関 係を見 いだ す ことが 難し いた め、総 合計 画に書 く意 味と



いた しま しては 、参 考 値とし て見 てい ただけ れば よいと 思っ てお

りま す。 これは 決し て 人口動 態を 重視 しない とい う意味 では なく、

あく まで 総合計 画に 掲 げる人 口の 増減 との相 関関 係を見 いだ せな

いという意味で申し上げているものでございます。

続 きま して、 米子 駅 の南北 自由 通路 、いわ ゆる がいな ロー ド開

通に より ます米 子駅 周 辺の固 定資 産税 収入の 増加 見込額 につ いて

のお 尋ね でござ いま す 。御質 問の 件は 、市長 就任 前の発 言だ と記

憶し てご ざいま すが 、 当時、 市長 選の ときに 、米 子駅の 投資 は無

駄で ある と主張 され る 方がい らっ しゃ いまし て、 それに 対し て決

して 無駄 ではな いと い うこと を、 想定 される 市の 負担額 と増 加が

見込 まれ る税収 を例 に 取って 説明 した もので ござ います 。こ れに

つい ては 、既に 完成 し ている 駅ビ ルで すとか 、駅 前の新 規出 店な

ど、 ある いは今 後見 込 まれる 駅周 辺の 投資な どに よりま して 一定

の税 収増 がもた らさ れ るもの と考 えて おりま すし 、今後 、仮 に地

価の 下落 に歯止 めが か かれば 、土 地の 固定資 産税 につき まし ては

下げ 止ま り効果 が見 込 まれる とこ ろで ござい ます し、ま た南 側に

つき まし ては、 今後 の 投資の 状況 次第 でござ いま すが、 地価 動向

によ い影 響がも たら さ れるこ とも 考え られま す。 ただし 、そ の影

響と いい ますの はあ る 程度長 期に わた るもの でご ざいま すし 、ま

た例 えば 駅のお 店の 売 上状況 がよ いと いうお 話を 聞きま すと 、こ

れは 固定 資産税 のみ な らず、 法人 税収 などに もよ い影響 をも たら

して いる もので はな い かと思 いま す。 そうし た個 別具体 の増 収効

果な どに つきま して は 、実際 には 範囲 の設定 に困 難さが あり ます

ため 、正 確に算 出す る ことは 困難 であ ります が、 あくま でこ の投

資が 無駄 ではな いと い うこと を説 明す るロジ ック として は妥 当で



あったと考えております。

続 きま して、 米子 城 跡保存 整備 事業 の投資 効果 と維持 管理 費の

負担 につ いてで ござ い ます。 米子 城跡 は国の 指定 史跡で ござ いま

して 、適 切に保 存整 備 してい くた めの 公費負 担が 必要と なっ てお

りま す。 そして 、そ れ がしっ かり とで きた上 で、 市民の 憩い の場

の提 供や シビッ クプ ラ イドの 醸成 など 、金銭 的価 値では はか れな

い投 資効 果とと もに 、 観光誘 客に 資す るよう な経 済効果 につ いて

も上 がり 始めて いる と ころで ござ いま す。ま た、 維持管 理費 につ

きま して は、石 垣の 除 草など の経 費や 、史跡 公園 の整備 後に は、

その管理経費が発生してくるものと考えております。

続 きま して、 総合 計 画に事 業や 施設 の廃止 を盛 り込む こと につ

いて のお 尋ねで ござ い ます。 まち づく りビジ ョン にはビ ジョ ンを

具現 化す るため の施 策 を示す もの でご ざいま して 、既存 事業 や施

設は 常に 見直し をか け ており ます ので 、特に 廃止 をビジ ョン に記

述す る必 要はな いと 考 えてお りま す。 また、 成果 目標、 数値 目標

の設 定の 考え方 でご ざ います 。数 値目 標につ きま しては 、改 定に

併せ て見 直しを いた し ますが 、そ の際 、数値 目標 の設定 が適 切な

もの と、 そうで ない も のとを 峻別 しな がら、 必要 な目標 を設 定し

たいと考えております。

ま た、 各取組 の効 果 検証に つい ての お尋ね でご ざいま すが 、ま

ちづ くり ビジョ ンに つ きまし ては 、米 子市地 方創 生推進 本部 会議

や学 識経 験者な どか ら 成りま す米 子市 地方創 生有 識者会 議に おき

まし て、 効果の 有効 な 検証方 法に つい て議論 して いくこ とに なり

ます。

続 きま して、 公共 施 設マネ ジメ ント につい てで ござい ます が、



将来 負担 比率が 下が り 、有形 固定 資産 減価償 却率 が横ば いと なっ

てい るそ の原因 の分 析 につい ての お尋 ねでご ざい ます。 これ は各

施設 の老 朽化が 進ん で います もの の、 既存施 設を 有効に 活用 して

財政 負担 を抑え てい る ことに よる と考 えられ ます 。また 、こ れに

つき まし ては、 米子 市 公共施 設等 総合 管理計 画に 基づき まし て、

施設 の長 寿命化 や施 設 総量の 適正 化に 取り組 んで いる結 果で ある

と分析しております。

公 共建 築物の 複合 化 、それ の今 後の 更新に つい てでご ざい ます

が、 具体 的には 、米 子 アリー ナの 整備 に併せ まし て敷地 内に 防災

倉庫 を設 置する こと と してお りま す。 また、 東保 育園を 啓成 小学

校の 敷地 内に建 設し ま して、 保育 園と 小学校 の連 携を図 るも ので

ござ いま すが、 こう し た複合 化に つき まして は、 一律の 方針 をあ

らか じめ 定める とい う ことで はな く、 その時 々の 個別の 事情 に応

じて判断していくものと考えております。

内 浜処 理場に 関す る お尋ね でご ざい ます。 処理 場から 発生 する

汚泥の産廃処理費につきましては、直近の令和４年度の実績で約 5,

３ ０ ０ ト ン を 処 理 し て お り ま し て 、 9,９ ０ ０ 万 円 の 処 理 費 用 が か

かってございます。

下 水汚 泥につ きま し て、肥 料と して の利用 の可 能性に つい てで

ござ いま すが、 その 可 能性は あり ます ものの 、安 全性や 安定 性な

どの 課題 があり まし て 、その 解決 も含 めて引 き続 き研究 を進 めて

まいります。

一 般廃 棄物処 理施 設 のマネ ジメ ント につい ての お尋ね でご ざい

ます 。一 般廃棄 物は 市 町村に 処理 責任 があり ます ことを 踏ま えま

して 、本 市にお きま し ては、 最小 の経 費で最 大の 効果を 上げ ると



いう 地方 自治法 の理 念 の下、 広域 処理 も含め て総 合的か つ持 続可

能な視点の下に施設マネジメントを実施しております。

本 庁舎 の借地 料に つ いての お尋 ねで ござい ます が、地 権者 と鑑

定評 価額 で合意 には 至 ってお りま せん が、引 き続 き交渉 をし てま

いり ます 。また 、本 庁 舎敷地 の買 取り のめど につ いてで ござ いま

すが 、交 渉内容 に関 す ること であ りま すため 、現 時点で は答 弁を

控え させ ていた だき ま すが、 地権 者に は引き 続き 交渉に 応じ てい

ただいております。

官 民連 携手法 の選 択 の考え 方に つい てでご ざい ますが 、そ の対

象と なり ます業 務に 応 じて個 別具 体的 に検討 する べきも のと 考え

てお りま す。ま た、 公 共施設 の管 理に おきま して は、指 定管 理者

制度 の適 用か、 直営 か の判断 につ きま しては 、設 置目的 や性 格な

どに 応じ て、お のお の の手法 によ るメ リット とデ メリッ トを 比較

して決定されるものと考えております。

米 子ア リーナ 整備 に おけま す地 元企 業の優 位性 につい ての お尋

ねで ござ います 。事 業 者の公 募に 当た りまし ては 、募集 要項 にお

いて 設計 や建築 工事 、 電気工 事、 管工 事、工 事監 理、維 持管 理の

全て にお いて県 内企 業 を１社 以上 含む ことを 応募 者の資 格要 件と

いた しま した。 また 、 事業の 優先 交渉 権者を 選定 するに 当た りま

して は、 地域貢 献策 を 審査項 目の 一つ といた しま して、 その ほか

にも ２６ 項目を 審査 し た上で 総合 的に 性能評 価点 を算出 した とこ

ろで ござ います 。ま た 、事業 者選 定に 関する 考え 方でご ざい ます

が、 本市 の中小 企業 振 興条例 の趣 旨を 踏まえ まし て、地 元の 民間

業者 など 、新た な事 業 機会の 創出 や投 資の喚 起に つなが るよ う、

市内 業者 の参画 を第 一 といた しま して 、市内 事業 者で対 応が でき



ない 場合 に限り 、市 外 の事業 者の 力を お借り した いと考 えて おり

ます。

続 きま して、 住民 自 治の定 義と 米子 市民自 治基 本条例 にお ける

考え 方に ついて のお 尋 ねでご ざい ます 。住民 自治 とは、 地域 の住

民が 地方 政治に 参画 し て、地 域の こと を自ら 決定 するこ とで あり

まし て、 憲法第 ９３ 条 で規定 され まし た議会 制民 主主義 によ り具

現化 され るもの と考 え ており ます 。本 市条例 につ きまし ては 、市

民一 人一 人が主 体と な って市 と連 携・ 協力し たま ちづく りの 推進

を図 るこ とを本 旨と し ており まし て、 そこに 住民 自治の 理念 が盛

り込まれておりますことから、改めて定義はしておりません。

続 きま して、 地域 公 共交通 会議 の在 り方に つい てでご ざい ます

が、 会議 には、 交通 事 業者の ほか 、住 民や利 用者 の代表 、学 識経

験者 、行 政機関 など 多 様なメ ンバ ーに 参画し てい ただい てい ると

ころ でご ざいま して 、 公共交 通を 生か した歩 いて 楽しい まち づく

りの 実現 に向け て、 い ただい た意 見を 基に交 通政 策に生 かし てい

く所存でございます。

住 民対 応につ いて 、 マスの 対応 と個 別の対 応、 どちら を重 視す

るの かと いう御 質問 で ござい ます 。行 政の施 策や 課題は 分野 もそ

の態 様も 様々で ござ い まして 、マ スと 捉えた 対応 と個別 の対 応と

のど ちら を重視 する か という もの では なく、 個々 の課題 に応 じて

ふさわしい対応を行っていくべきものと考えております。

ま た、 労働環 境に 関 して事 業者 にど のよう な働 きかけ をす るか

とい う御 質問で ござ い ますが 、労 働力 不足に つき まして は、 スキ

ルア ップ や業務 のＤ Ｘ 化など 、労 働の 生産性 向上 の支援 を行 って

いる とこ ろでご ざい ま す。労 働者 一人 一人を 大切 にする 働き 方に



つき まし ては、 引き 続 き家庭 や職 場、 地域な どあ らゆる 場面 で能

力を 発揮 して、 活躍 で きる環 境づ くり に向け て啓 発をし てい きた

いと思っております。

続 きま して、 市庁 舎 のある 場所 の液 状化危 険度 の評価 と水 害時

の浸 水想 定につ いて で ござい ます 。鳥 取県の 評価 分析に より ます

と、 液状 化可能 性が 極 めて高 いエ リア とされ てお りまし て、 水害

時の 浸水 想定は 0.５ メ ー ト ル か ら ３ メ ー ト ル 未 満 と な っ てご ざい

ます 。本 庁舎に つき ま しては 、建 物を 支える 強固 な支持 地盤 に達

する まで の支持 くい が 施工さ れて おり まして 、建 物の傾 斜や 地震

や液 状化 に対し ての 安 全性は 確保 され ており ます 。また 、浸 水時

にも 非常 用発電 機が 稼 働でき るよ う、 ２階屋 上部 分に設 置す るな

どの 対策 を取っ てお り ます。 万が 一本 庁舎が 使用 できな いと 判断

され る場 合には 、災 害 対策本 部を ふれ あいの 里ま たは淀 江支 所に

設置 する ことを 想定 し ており まし て、 いずれ の施 設にも 非常 用電

源設備を整備するなどの対策を行っております。

続 きま して、 島根 原 発２号 機の 再稼 働容認 の判 断の妥 当性 を検

証す べき とのお 尋ね で ござい ます が、 現在そ の考 えはご ざい ませ

ん。 その 理由と いた し まして は、 本市 におけ る再 稼働の 同意 の判

断、 これ は規制 基準 に 適合し たこ とに 基づい て判 断した もの であ

りま して 、当時 の判 断 の妥当 性を 議論 する余 地は ないと 考え てお

りま す。 なお、 規制 基 準につ きま して は、能 登半 島地震 を受 けた

議論 、こ れが現 在国 に おいて なさ れて いるも のと 承知し てお りま

して、その動向を注視していきたいと考えております。

続 きま して、 淀江 の 産業廃 棄物 最終 処分場 の建 設につ いて 、環

境管 理事 業セン ター が 条例に 沿っ た手 続をし てい るかと いう お尋



ねで ござ います が、 こ れにつ きま して は、鳥 取県 が条例 に照 らし

て変 更手 続を適 切に 判 断した 上で 、セ ンター がそ の条例 に基 づい

て手続されているものと認識しております。

建 設予 定地に 関し て 用途制 限を 課し ている 開発 協定に つい ての

お尋 ねで ござい ます 。 最初に 、埋 立部 分に限 定さ れると する 根拠

につ いて でござ いま す が、こ れは 開発 協定の 第１ 条に記 載の とお

りで あり まして 、過 去 に何度 もこ の議 場で御 質問 をいた だき 、繰

り返 し答 弁を申 し上 げ ている とこ ろで ござい ます 。また 、面 積及

び地 図で の明示 につ き まして は、 民間 事業者 によ る事業 であ りま

すた め、 本市が 埋立 部 分の土 地の 面積 及びそ の範 囲を示 す図 面上

で表 示し たもの では な いとい うこ とを 令和４ 年７ 月定例 会で 土光

議員 へ答 弁済み であ り ます。 また 、環 境プラ ント 工業株 式会 社の

見解 につ きまし ては 、 開発協 定の 当事 者間で の面 談によ り確 認を

行っ たこ とは、 本議 場 におき まし て令 和４年 ７月 定例会 で同 様の

答弁 を申 し上げ てお り ます。 根拠 は、 あくま でも 開発協 定そ のも

のでございます。

続 きま して、 情報 公 開制度 につ いて のお尋 ねで ござい ます 。鳥

取県 にお ける公 開し た 音声デ ータ の悪 用事例 とい う御質 問で ござ

いま すが 、他の 自治 体 の運用 のこ とで ござい ます ので、 私と して

は承知しておりません。

本 市に おける 音声 デ ータの 保存 に係 る規定 でご ざいま す。 議事

録を 作成 する場 合に は 、米子 市審 議会 等会議 公開 指針に 基づ きま

して 、要 約議事 録を 作 成する こと を基 本とし てお りまし て、 録音

によ り音 声記録 を取 る 場合に つき まし ては、 要約 議事録 の確 認の

ため に使 用する にと ど めるこ とに して おりま す。 これに より 、確



認が 終わ れば音 声デ ー タの必 要が なく なるこ とか ら、議 事録 など

を作 成し た音声 デー タ につき まし ては 、情報 公開 の手引 に定 めて

おり ます とおり 、会 議 録作成 用の メモ と位置 づけ ている こと から、

公文書ではなく、当然に廃棄するものと考えております。

続 きま して、 町名 整 理につ いて でご ざいま す。 過去の 町名 整理

のい きさ つとそ の経 緯 でござ いま すが 、米子 市の 住居表 示の 計画

につ きま しては 、昭 和 ６０年 に米 子市 住居表 示審 議会に より まし

て全 体計 画区域 が定 め られま して 、旧 市内を 除き ます中 央地 区に

おい て昭 和６２ 年度 か ら平成 １６ 年度 にかけ て１ ２期に わた り実

施を し、 平成１ ６年 度 の新開 四丁 目か ら七丁 目の 実施を もっ て終

了し たと ころで ござ い ます。 今後 の計 画につ きま しては 、現 時点

で予定はございません。

私のほうからは以上でございます。

○稲田議長 浦林教育長。

○浦 林教 育長

答えを申し上げます。

学 校施 設の地 域利 用 の可能 性に つい てのお 尋ね でござ いま す。

学校 施設 の利用 につ き まして は、 社会 教育法 など に基づ きま して、

学校 教育 上に支 障の な い範囲 にお いて 地域利 用す ること が求 めら

れて おり ます。 本市 に おきま して は、 学校開 放事 業とし まし て小

中学 校の 屋内運 動場 と グラウ ンド を開 放して おり まして 、地 域住

民の 方々 の健康 増進 や コミュ ニテ ィづ くりに 役立 ててい きた いと、

このように考えております。以上でございます。

○稲田議長

そ れで は 、答弁 に対 しま して再 度質 問をさ せて いた



だきます。

ま ず最 初に、 人口 ビ ジョン につ いて 伺いま すが 、その 前提 とな

りま す人 口オー ナス 期 の負担 とい うこ とに関 わり ますの でお 伺い

する んで すけど 、１ 月 ２４日 開催 の公 会計協 議会 主催の セミ ナー

で市 長の 御講演 を拝 聴 いたし まし た。 その中 で、 民生費 が右 肩上

がり では まちが 元気 に なれな いと いう ような こと をおっ しゃ った

よう に記 憶して いる ん ですが 、い ま一 度真意 を御 説明し てい ただ

けませんでしょうか。

○稲田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 そ の発 言 は、正 確に は民 生費が 右肩 上がり では まち

が元 気に ならな いと 言 ったの では なく て、民 生費 はずっ とこ のと

ころ 、右 肩上が りに な ってい ます 。そ れに対 して 、例え ば教 育費

だと か、 公共事 業を つ かさど る土 木費 だとか 、そ ういっ たも のは

なか なか 上がっ てき て おりま せん ねと 。つま りそ の財政 需要 が増

えて いる 中でも 社会 保 障費の 伸び が大 きくて 、一 方で、 その 未来

に対 する 投資、 教育 費 だとか 、あ るい は私た ちの 生活を 改善 して

いく 、あ るいは 事業 の 生産性 を上 げて いくよ うな 公共工 事、 こう

した とこ ろに対 する 投 資はな かな か増 えてま せん ねと。 これ じゃ

元気 が出 ないん じゃ な いです かと 。つ まり現 役の 皆さん が負 担し

てる 税と か、保 険料 と か、こ うし たも のの大 半は やっぱ りそ うし

た社 会保 障費に 今注 が ざるを 得な い状 況、一 方で 、未来 を形 づく

る教 育費 とかあ るい は 土木費 のよ うな 公共投 資、 こうし たと ころ

には なか なか回 って ま せんね とい うこ とが数 字上 、トレ ンド から

明ら かに なって ます よ という こと を話 したと ころ でござ いま す。

です ので 、それ をも っ て駄目 だと かと いうこ とじ ゃなく 、や はり



この 数字 から見 て、 皆 さんに どう 思い ますか と、 これを どう いう

ふう に捉 えます かね と いうと ころ を、 ちょっ と問 題提起 した とこ

ろでございます。

○稲田議長

よ く分 か りまし た。 前段 しかお 話伺 えなか った ので、

ちょ っと 真意を 捉え て いない かな と思 ってい たの で、今 御説 明い

ただ いて よく分 かり ま した。 同じ よう な問題 意識 は私も 共有 でき

てい ると 考えて おり ま す。要 する に負 担を考 える と、そ こに 向け

ての 税の 再分配 って い うこと もし っか りと考 えて いかな いと いけ

ないのではないかなと思っております。

先 ほど 人口ビ ジョ ン の数字 につ いて は参考 値で あると いう お話

でし たが 、現在 米子 市 では１ ５歳 から ６４歳 まで を生産 年齢 人口

とし た３ 区分別 人口 の 推移を 採用 して います 。高 学歴化 が進 む中

で、 この １５歳 から を 生産年 齢人 口に した区 分が 現状に 合わ なく

なっ てお り、２ ０歳 か ら６０ 歳を 社会 保障制 度を 支える 原資 を稼

ぐ世 代と して着 目い た しまし た４ 区分 人口を 採用 してい る自 治体

もあります。

パ ネル を御覧 くだ さ い。こ れが ４区 分にな って るんで すが 、こ

この 部分 が生産 年齢 人 口、２ ０歳 から ６４歳 を示 してい ます 。こ

の人 口は 、この 先は 推 計にな って しま います が、 かなり どん どん

減っ てい くこと が予 想 されて いま す。 それに 比べ て、こ この 、高

齢者 ６５ 歳以上 と１ ９ 歳未満 とい うと ころの バラ ンスが 崩れ てい

って いる のが見 てと れ ます。 この 区分 にする こと で分か るの は、

１９ 歳以 下の人 と６ ５ 歳以上 の人 など 社会保 障で 扶養さ れる 人１

人当 たり の成人 数と い うこと が見 るこ とがで きま す。そ れが 被扶



養１ 人当 たり成 人数 で す。こ れグ ラフ で見て いた だくと 、こ の辺

りが 人口 ボーナ ス期 に なるん です が、 ここで は被 扶養１ 人当 たり

成人 が約 1.５ 人 だ っ た も の が 、 米 子 市 の 推 計 で は 、２０ ４０ 年を

境に 、被 扶養者 １人 に 対して 成人 １人 以下に なる ことが 予想 され

てい ます 。生産 年齢 世 代の負 担を しっ かり可 視化 した上 でま ちづ

くり を進 めるた めに 、 総合計 画に こう いった 数字 を盛り 込む 必要

があると考えますが、いかがでしょうか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 人口ビ ジョ ンに 従来の ３区 分では なく ４区

分の 推計 を入れ たら ど うです かと いう お尋ね でご ざいま すが 、本

市の 人口 ビジョ ンに つ きまし ては 、今 までも 国勢 調査の 結果 です

とか 、鳥 取県の 人口 推 計等を 参考 に見 直しを 考え てきて おり まし

て、 市と して国 及び 県 の人口 推計 とい うのが 今の 年齢３ 区分 別人

口で 示さ れてい ると い うこと を踏 まえ まして 、現 時点で は、 ４区

分別 人口 に変更 する 考 えとい うの は持 ってお りま せん。 それ と、

被扶 養者 １人当 たり の 成人数 の推 移に ついて でご ざいま すけ ども、

人口 ビジ ョンに つい て は、一 方で 、全 国及び 県内 他地域 との 比較

も重 要な 要素で ある か なとい うふ うに 考えて おり まして 、現 時点

にお いて 、本市 独自 で 導入す る考 えと いうの は持 ってお りま せん。

○稲田議長

私 は単 に 人口が 増え た減 った、 ほか の地域 より 増え

た減 った という こと を 政策立 案の 根拠 にする より も、ま ちづ くり

の原 資を 支えて くだ さ る人た ちが どれ くらい いて 、その 人た ちが

どれ だけ の負担 を背 負 ってい るか を認 識した 上で 政策立 案し てほ

しいと思っています。



大 型の 公共事 業が 将 来のた めの 投資 であり 、活 性化の 起爆 剤な

どと 称さ れます が、 実 際南北 自由 通路 の投資 効果 も、現 時点 では

可視 化で きない わけ で す。リ ター ンが なけれ ば、 ただの 無駄 遣い

にな りま すし、 その 負 債は次 の世 代が 負うこ とに なりま す。 生産

年齢 に当 たる方 々の 負 担を軽 減し 、ま ちが元 気に なるた めに は、

どのような施策が必要とお考えでしょうか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 まちが 元気 にな るよう な施 策につ いて のお

尋ね でご ざいま すが 、 まず生 産年 齢世 代の負 担に ついて は、 これ

は問 題意 識は同 じな ん ですけ ども 、第 一義的 には 国の税 制で あり

ます とか 、社会 保障 制 度の在 り方 の問 題であ ると いうふ うに 私ど

もは 考え ており ます 。 ただ、 本市 にお きまし ては 、この まち づく

りビ ジョ ンに掲 げる ７ つの柱 、そ の中 で、先 ほど 議員が 提案 があ

りま した まちが 元気 に なると いう とこ ろで、 子育 て世代 への 支援

をは じめ 、地産 外商 ・ 所得向 上の まち づくり など の取組 とい うの

を進めているということを御理解いただきたいと思います。

○稲田議長

子 育て 世 代の支 援と いう のは、 いわ ゆる再 分配 です

ので 、歓 迎した いと 思 います が、 国の ほうで の税 と社会 保障 の一

体改 革は 時期を 逸し た ように も思 いま す。政 策効 果を吟 味す るこ

とな く、 国の交 付金 だ から、 補助 金だ から使 うと いう自 治体 側の

姿勢 も改 める必 要が あ ると感 じま す。 また、 経済 成長で 負担 分を

賄おうとする考えも、ちょっとリスクが大きいように思います。

２ 月２ ９日の 地元 紙 に明治 大学 の飯 田泰之 教授 のコラ ムが 載っ

てい まし た。こ れか ら 大都市 圏で の給 与が上 昇す れば、 地域 から



の人 口流 出は加 速す る 。大都 市圏 、企 業に負 けな い給与 上昇 をと

の掛 け声 もある が、 そ の実現 は容 易で はない ので 、大都 市と は異

なる オル タナテ ィブ な 生活と 労働 が求 められ ると いうこ とで した。

私も この 部分に 深く 共 感をい たし まし た。若 い世 代の人 たち が何

を大 切に 考えて いる か をしっ かり リサ ーチし た上 での施 策を 求め

たいと思います。

次 に、 総合計 画に は 施設の 廃止 を記 述する 考え はない との 御答

弁で した が、公 共施 設 等総合 管理 計画 は、米 子市 総合計 画に 即し

て策 定す るとあ りま す 。総量 抑制 の目 標設定 など は、総 合計 画の

どの部分が根拠になっていると考えればいいでしょうか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 総 合 計画の どの 部分 が根拠 にな ってる のか とい

う御 質問 でござ いま す けれど も、 議員 御承知 のと おり、 米子 市総

合計 画と いいま すの は 、人口 減少 や少 子高齢 化と いった 課題 に対

しま して 、本市 が今 後 どのよ うに 取り 組むの かを 定めた 本市 の最

上位 計画 でござ いま す 。総合 計画 の中 に公共 施設 等総合 管理 計画

につ いて 直接的 に言 及 した箇 所と いう のはご ざい ません けれ ども、

公共 施設 等総合 管理 計 画も公 共施 設等 の適切 な配 置を実 現し 、時

代に 即し たまち づく り を推進 する こと を目的 とし ており まし て、

学校 施設 ですと か市 営 住宅、 こう いっ た主な 施設 につき まし ては、

総合 計画 の中の まち づ くりの 基本 方向 の中に 盛り 込んで いる とこ

ろでございます。

○稲田議長

ち ょっ と 見てみ たん です けど、 結局 学校に 関し ても

統合 とか いうこ とは 書 いてな くて 、更 新とか 整備 とかい うと ころ



しか 言及 されて ない の で、そ れを 見た ときに 市民 はどう いう ふう

に捉えるのかなっていうふうに思いました。

次 に、 事業の アウ ト カムの 設定 につ いてで すが 、市政 要望 につ

いて の回 答では 、ア ン ケート 等で 把握 した市 民意 識を事 業の 効果

測定 につ なげて いく と いう御 回答 いた だいて いま す。市 民意 識を

アウトカム指標にするということでよろしいでしょうか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 アウト カム 指標 に市民 アン ケート の調 査を

採用 する 考えに つき ま しては 、先 ほど 市長の ほう が答弁 をさ せて

いた だき ました が、 現 時点で はま ちづ くりビ ジョ ンの各 取組 の検

証効 果に ついて 、こ れ は米子 市地 方創 生推進 本部 会議で すと か、

学識 経験 者から 成る 米 子市地 方創 生有 識者会 議に おいて 有効 な検

証方 法等 につい て議 論 をして いく こと になる と、 そうい うふ うに

考えております。

○稲田議長

こ のパ ネ ルを御 覧く ださ い。先 ほど 演壇で 御指 摘し

まし た将 来負担 比率 と 有形固 定資 産減 価償却 率の 関係の グラ フで

す。 市長 に御見 解を 説 明して いた だき ました 。こ れは、 こっ ちに

向か って いくの がい い とされ てい まし て、類 似団 体に比 べて 米子

市は かな り左下 にあ る のが見 てい ただ けると 思い ます。 この 状況

を改 善す るって いう か 、類似 団体 に近 づいて 、モ ニター では 右上

です が、 いくた めに は 、どう いっ た取 組が必 要で あると 考え られ

るでしょうか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 表 の 件につ いて とい うこと です けれど も、 類似



団体 の平 均にど うや っ て近づ けて いく のかと いう お話で ござ いま

すけ れど も、米 子市 の 公共施 設等 総合 管理計 画に 基づき まし て、

公共 施設 やイン フラ に ついて の個 別方 針です とか 、長寿 命化 計画

を策 定い たしま して 、 財政負 担を 軽減 、平準 化し ながら 、施 設の

長寿 命化 ですと か、 施 設総量 の適 正化 などに 取り 組んで いき たい

というふうに考えております。

表 を見 てお分 かり に なると は思 いま すけれ ども 、もと もと スタ

ート 時点 、これ は類 団 のほう から 少し 乖離し てい る部分 があ るん

です けれ ども、 平成 ２ ９年か ら令 和３ 年度ま での その推 移の 動き

を見 てい ただき ます と 、米子 市の 動き という のは 、将来 負担 比率

につ いて は、か なり の スピー ドで 良化 をして おり ます。 それ と、

老朽 化の 部分で すね 、 そちら の部 分に ついて も、 類団平 均よ りも

圧縮 した 形で老 朽化 が 、スピ ード が遅 いとい うこ とがよ く見 てと

れる んじ ゃない かと 思 ってお りま す。 この年 度間 のトレ ンド とい

たし まし ては、 米子 市 として は、 市長 も申し まし たよう に、 財政

のほ うも 見なが ら、 し っかり と取 り組 んでい ると いうふ うに 考え

ております。

○稲田議長

詳 しく 御 説明い ただ いて ありが とう ござい まし た。

この 米子 市の財 政に お いて、 施設 総量 の適正 化と いうの はや はり

非常 に重 要では ない か と思い ます 。老 朽化し てい るとこ ろを ちょ

っと ずつ 改善し なが ら 、きち っと メン テナン スを してと いう こと

で、 いい 数字に なっ て いるの かな とは 思いま すが 、実際 的に はし

っか り減 らして いく と いうこ とも 必要 になっ てい きます 。そ れに

おい ては 、住民 の皆 さ んが利 用さ れて いる施 設を 減らす とい うこ



とは 合意 形成が 不可 欠 になり ます ので 、市民 に対 して計 画を しっ

かりとお示ししていただくよう要望しておきます。

ち ょっ と壇上 での 質 問と順 番を 変え させて いた だきま して 、住

民自治に対して再質問させてください。

憲 法第 ９２条 に地 方 自治の 本旨 と確 保とい うも のが定 めて あり

まし て、 地方自 治の 本 旨とは 、地 方自 治体が 国か ら独立 して 事務

を処 理で きるこ とを 定 めた団 体自 治と 、あと 住民 自治の こと であ

ると いう ことは 、こ れ はコン セン サス が得ら れて いるこ とだ と考

えて いる んです けど 、 先ほど 御答 弁し ていた だい た住民 自治 とは、

地方自治の本旨を構成するものと捉えてよろしいでしょうか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八幡総合政策部長 はい、結構でございます。

○稲田議長

ち ょっ と 先ほど 、議 会制 民主主 義で 具体化 され ると

いう 御答 弁あっ たと 思 うんで すが 、議 会制民 主主 義では なく て間

接民主制じゃないかなと思うのですが、御答弁いただけますか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 いわゆ る憲 法で 採用し てい る直接 民主 制っ

てい うの は、議 員御 承 知のよ うに 、こ れは憲 法改 正の国 民投 票で

すと か、 あとは 最高 裁 判所の 国民 審査 ですね 。そ れとも う一 つ、

地方 自治 に関わ る部 分 におき まし ては 地方自 治特 別法の 制定 に際

して の住 民投票 と、 こ れが憲 法に おけ る３つ の、 要は直 接民 主制

の制度だというふうに理解しております。

そ れで 、基本 的に 間 接民主 制を 前提 といた しま して、 例え ば前

提と しな がらも 地方 自 治法に おい ては それを 補完 すると いう こと



で、 各種 直接請 求と 、 条例の 制定 、改 廃、議 会の 開催請 求、 議員

の解 職請 求、長 の解 職 請求な どの 、そ れを補 完す る制度 とい うの

が設けられております。

そ れで 、この 条例 に おいて もそ の辺 りをど う書 いてあ るの かと

いい ます のが、 この 市 政運営 に当 たっ ての原 則と いうと ころ で、

そこ にい ろいろ 書い て あるん です けど も、市 民の 市政へ の参 加を

推進 しま すです とか 、 あとは その 市政 運営に 当た っての 原則 の中

で市 民意 見の公 募手 続 とか、 あと 、市 民の投 票と 。要は 住民 投票

とい うこ とが明 記さ れ ており ます ので 、その とこ ろで御 理解 をい

ただければというふうに考えております。

○稲田議長

先 ほど 部 長は間 接民 主制 とおっ しゃ ったの で、 多分、

議会 制民 主主義 って 言 ってし まう と市 長がい なく なって しま うよ

うな 気が します ので 、 間接民 主制 が合 ってい るの かなと 思い ます。

今 、住 民自治 の定 義 を確認 させ てい ただき まし た。そ れを 踏ま

えて、こちらの図を見ていただきたいです。

こ れは 、市民 と行 政 の連携 の仕 方と いうも のを 、いわ ゆる 協働

の図 なん ですけ ど、 こ の市民 と行 政が 対等な パー トナー シッ プを

築き 連携 する場 合に は 、一方 で主 権者 市民と して 行政を コン トロ

ール でき る権利 を持 つ ことが 重要 では ないか と考 えます 。住 民自

治が それ になる んで す けど、 ここ の部 分の事 業者 市民と いう 中に

は、 地域 で活動 され る 地域団 体な ども 含まれ るん ですが 、そ うい

った 分野 、特に 地域 福 祉の分 野で 活動 される 市民 からは 、対 等な

パー トナ ーシッ プと い うより は地 域へ 丸投げ じゃ ないか とか 、行

政の 下請 ではな いか と か、ボ ラン ティ アなの に負 担が大 きい とい



う声 も私 には届 いて お ります 。そ れは 結局こ この 義務と 権利 のバ

ラン スの 悪さが 遠因 と してあ るよ うに 思って いま して、 この 主権

者市 民と しての 権利 と いうも のが 市民 自治基 本条 例の中 に非 常に

緩い とい います か、 地 方自治 法の 範疇 にとど まっ ていま す。 それ

に対 して 、責任 とか 努 めると いう よう な義務 につ いての 記述 はす

ごく たく さんあ って 、 特に努 める とい うのは １３ 個、市 民に 対し

てだ けな んです けど 、 １３個 もあ りま す。だ から 、義務 をす ごく

たく さん 定めて いる 割 に権利 のと ころ はちょ っと 緩いと いう よう

なと ころ が、や はり こ のバラ ンス に関 わって きて いるの では ない

か、 遠因 として 市民 の 負担感 の中 にあ るので はな いかと いう ふう

に思います。

権 利に は義務 と責 任 が伴い ます 。と 同時に 、義 務と責 任に も権

利が 伴わ なけれ ばな ら ないで はな いで しょう か。 市民自 治基 本条

例が 制定 された 頃に は 、まだ そこ まで 協働の 重要 性は認 識さ れて

いな かっ たかも しれ ま せんが 、防 災や 地域福 祉な どに行 政の 側が

自助 や共 助を求 める 場 面が増 えて まい りまし た。 その反 面、 権利

の行 使の 保障は 限定 的 となれ ば、 行政 の御都 合主 義と言 わざ るを

得ません。

改 めて 、市民 自治 基 本条例 に住 民自 治とい う言 葉を定 義す るお

考えはないか伺います。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 改めて 、市 民自 治基本 条例 に定義 した らど

うか とい うお尋 ねで ご ざいま す。 先ほ どの議 員さ んのお 話の 中で、

やっ ぱり 市民の 負担 感 、これ につ いて は直接 市長 のほう から も私

ども のほ うに、 そう い うこと がな いよ うにと いう 指示は ずっ と受



けて おり まして 、そ の 解消策 とい うの を今、 私ど も総合 政策 部の

ほう で、 どのよ うに し たらそ うい うこ とがな くな るのか とい う取

組を 進め ている とこ ろ でござ いま す。 まず、 それ を少し お話 をさ

せて いた だいた 上で 御 答弁さ せて いた だきた いと 思いま すが 、こ

れも 繰り 返しに なる と 思いま すけ ども 、まち づく りの主 体と いう

のは 市民 であり ます 。 これは もう 間違 いない こと であり まし て、

それ で市 民同士 、ま た 行政や 議会 とと もに役 割と 責任を 分担 し、

手を 携え てより 良い ま ちづく りを 進め ること が必 要であ ると いう

ふうに考えております。

市 長の 答弁の とお り 、本条 例に 住民 自治と いう 言葉の 定義 はご

ざい ませ んが、 既に 住 民自治 の理 念が 、この 条例 をよく 読ん でい

ただ けれ ば、私 もこ れ は盛り 込ん であ るなと いう ふうに 考え てお

りま す。 したが って 、 改めて 本条 例に 市民自 治を 定義す るよ う、

そういうような見直しは考えていないということでございます。

○稲田議長

そ の負 担 感に対 して 対処 をされ ると いうこ とで すが、

こう いっ たバラ ンス の 悪さで すよ ね、 義務と 権利 の。そ こも ちょ

っと目を向けていただけたらなと思います。

現 行の 市民自 治基 本 条例は 、公 募市 民で構 成さ れた策 定委 員会

が２ 年間 にわた る議 論 の下、 つく られ ました 。そ の素案 の中 には

子ど もの 権利と いう こ とも定 めら れて います が、 条例で はそ の部

分は なく なって いま し て、子 ども の成 長のた めの 環境づ くり への

市民 の義 務とい うこ と への言 及に とど まって いま す。当 時は なか

った こど も基本 法を 鑑 みます と、 子ど もの権 利を 保障し 、先 ほど

市民 がま ちづく りの 主 体とい うふ うに 御答弁 いた だきま した が、



子ど もも まちづ くり の 主体で ある とい う旨を 加筆 するべ きと 考え

ますが、いかがでしょうか。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 子ども をま ちづ くりの 主体 として 加筆 すべ

きで はな いかと いう 御 意見で ござ いま すけど も、 この本 条例 につ

きま して は、こ れも 議 員が御 承知 のと おり、 子ど もを次 世代 のま

ちづ くり を担う 宝で あ るとし て、 まち づくり の主 体とな る市 民、

子ど もを 含んで 、子 ど もへの 関わ りや 子ども の成 長のた めの 環境

づく りの 定めを 設け 、 市民と 市が 連携 ・協力 して 将来の まち づく

りの 担い 手を育 てて い く、あ えて 第３ 章で将 来の まちづ くり の担

い手 とし ての子 ども と いうこ とま で設 けて、 そう いう考 えを 明記

して いる ところ でご ざ います 。こ の考 え方と いう のは、 この こど

も基 本法 の目的 に沿 う もので あっ て、 改めて 本条 例に子 ども をま

ちづ くり の主体 に入 れ るよう な見 直し は考え てお りませ んし 、ま

たこ れを 基に、 私ど も といた しま して は、既 に皆 さん御 承知 のよ

うに 、こ ども総 本部 と いうの を設 置し て、い わゆ る子ど もに 対す

るき ちん とした 政策 を 進めて いく とい うこと を明 確にし てお りま

す。そのことをぜひ御理解いただきたいと思います。

○稲田議長

こ ども 総 本部で 子ど もと か御家 族に 支援を する とい

うこ とと 、子ど もを ま ちづく りの 主体 として 考え て位置 づけ ると

いう こと は、全 く別 の 話でし て、 こど も基本 法な どに定 めら れて

ます 子ど もの権 利と い うのは 、今 、子 どもの 時点 でまち づく りの

主体 、だ から子 ども の 意見を 聞い て施 策を考 えな さいと いう こと

がた しか 定めら れて い たと思 うの で、 その辺 りも 考慮し て法 律変



わっていますので、検討していただけたらと思います。

こ の市 民自治 基本 条 例は、 当時 の皆 さん、 市民 の皆さ んが まさ

に住 民参 画とい うこ と を実現 して 素案 を策定 され たこと その もの

がと ても 尊いで す。 改 めて素 案を 見直 します と、 現在の 米子 市に

こそ 必要 な理念 に基 づ いてお り、 その 先見性 と普 遍性は 目を みは

るも のが ありま す。 条 例の最 後、 第３ ３条に 見直 しにつ いて 規定

され てい ますの で、 今 の市民 の皆 さん の意見 も踏 まえて 見直 しを

検討していただきますよう、再度要望をしておきます。

次 に、 官民連 携に つ いて、 再度 質問 をしま す。 市内事 業者 の参

画を 第一 として いる と いう御 答弁 でし たが、 本来 、指定 管理 者制

度は 、事 業者間 の競 争 により 公共 施設 の効率 的な 管理運 営や 利用

者サ ービ スの質 的向 上 を目的 とす る制 度です 。手 法の選 定や 事業

内容 の決 定につ いて 、 市内事 業者 の能 力の範 囲で 調整し てい るよ

うなことはないでしょうか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 市 内 業者さ んの 能力 に応じ て設 定して いな いか

とい うお 尋ねで ござ い ますけ れど も、 官民連 携の 手法の 一つ であ

りま すＰ ＦＩ事 業に つ きまし ては 、本 市ＰＰ Ｐ／ ＰＦＩ 手法 導入

優先 的検 討の基 本方 針 、こち らに より まして 、事 業費の 総額 が１

０億 円以 上の公 共施 設 の建設 にお きま しては 優先 的にＰ ＦＩ によ

る事 業実 施を検 討す る ことと して おり ます。 また 、ＰＦ Ｉ事 業を

用い まし た、こ のた び 完成さ せま した 糀町庁 舎の 建設に おき まし

ては 、応 募企業 の構 成 員に県 内及 び市 内企業 を含 めるこ とと いう

こと を要 件とし てお り ますが 、県 外事 業者を 排除 してい ると いう

とこ ろで はござ いま せ ん。官 民連 携の 手法の 選定 ですと か内 容の



決定 に当 たりま して は 、適正 な手 続や 必要な 要求 水準に 従っ て定

めているところでございます。

○稲田議長

一 般の 指 定管理 とＰ ＦＩ はまた 違う のかな とは 、違

うの か同 じなの か、 あ れなん です けど 、この たび のＰＦ Ｉ事 業に

関し まし ては、 大き な 企業さ んの 意見 として は、 もう既 に米 子ス

ルー とい うよう な雰 囲 気があ りま すの で、そ の辺 が本当 に米 子市

のた めに なるか どう か という のは ちょ っと検 討し ていた だき たい

と思 いま す。し かも 米 子市は 地産 外商 を掲げ てい るわけ です 。市

内業 者優 先、市 内業 者 の対外 的な 競争 力とい うも のが求 めら れる

中で 、こ ういっ た内 向 きな保 護政 策が 本当、 事業 者の成 長を 妨げ

ることにはならないでしょうか。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 市 内 事業者 さん の成 長を妨 げる ことに なら ない

のか とい うお尋 ねで ご ざいま すけ ども 、官民 連携 につき まし ては、

もと もと 官だけ では 不 十分な 部分 に民 間事業 者の 力をお 借り した

いと いう 考えに 基づ い て取り 組ん でお ります 。加 えまし て、 地域

に根 差し た事業 者の 持 続的な 発展 を図 り、経 営基 盤を強 化し 、外

に向 けて 発展し てい た だくこ とで 賃金 の上昇 を含 む市民 の暮 らし

の向 上に 資する もの 、 そうい うも のと 考えて おり ます。 事業 者の

成長 を支 援する 、そ う いった よう な取 組だろ うと いうよ うに 考え

ております。

○稲田議長

も う一 度 、先ほ どの 協働 のパネ ルを 見てい ただ きた

いん です けど、 私も こ れまで 何度 か地 域経済 循環 につい て質 問し



てい まし て、こ うい っ た質問 をす ると きに自 己矛 盾があ るの では

ない かと 自問自 答し な がらこ こま で来 てるん です が、官 民連 携の

基本 に立 ち返っ てみ ま すと、 やは り何 のため に民 間事業 者の お力

をお 借り するの かと い うと、 受益 者市 民の利 益、 住民サ ービ ス向

上の ため という こと が 第一義 的に ある べきな んだ と思い ます 。だ

から こそ 、事業 の最 終 アウト カム は市 民の満 足度 や幸福 度を 求め

ているんです。

事 業者 と行政 は対 等 なパー トナ ーシ ップと いう ところ が大 事で、

今の 関係 性だと 行政 の 支援の 側面 が強 く、親 と子 の関係 のよ うな

気が しま す。た だ、 反 面、こ の事 業者 市民と いう のは、 地域 活動

団体 だっ たりす ると 運 営は自 治の 力で やるべ きと なって 、社 会資

源に なり つつあ る子 ど も食堂 の運 営な どには 支援 はしま せん とい

うような感じになっています。

昨 日、 矢田貝 議員 が 鳥取市 のつ なが りサポ ータ ーの御 紹介 をさ

れま した けど、 重層 的 支援の 仕組 みも 地域団 体と いいパ ート ナー

シッ プの 仕組み をつ く ってお られ るな と感心 して いると ころ でご

ざい ます 。やは りそ う いう自 治体 は自 治基本 条例 の理念 も明 確な

んで す。 私は、 これ は 無関係 では ない と思っ てい ますの で、 先ほ

ど議 論し ました 住民 自 治の考 え方 と本 来の協 働の 在り方 を確 認し

ながら事業を進めていただきますよう要望いたします。

報 道に よりま すと 、 鳥取県 では 指定 管理者 に応 募が少 なく 随意

契約 化し ている とし て 、施設 の設 置経 緯や目 的な ど、そ もそ もの

根本 から 掘り起 こし て 議論す ると され ていま す。 競争が なく 随意

契約 化と いう点 では 米 子市に も当 ては まり、 その 客観的 評価 に問

題が 指摘 されて いま す 。逆に 事業 者か らは、 もう いっそ 随意 契約



にし てく れとい うよ う な声も あり ます 。説明 責任 が果た せれ ば随

契も 排除 される もの で はない と考 えま す。米 子市 でも指 定管 理の

在り方について改めて検証するお考えはないか伺います。

○稲田議長 下関総務部長。

○下 関総 務部長 指 定 管理の 見直 しと いうこ とで ござい ます けれ

ども 、本 市では 過去 ５ 年で公 募を かけ た施設 １３ 件、こ ちら の指

定管 理の 公募で ござ い ますけ れど も、 そのう ち８ 件につ いて は複

数の 事業 者の応 募が あ りまし た。 今回 、鳥取 県に おける 指定 管理

の状 況と いうこ とを お 示しを いた だき ました けれ ども、 鳥取 県の

指定 管理 の状況 とい う ものと は異 なる という ふう に考え てお りま

す。 今現 在、検 討す る 予定は ござ いま せんけ れど も、今 、公 共施

設の 管理 運営の 一層 の サービ ス向 上で すとか 効率 化のた めに 、指

定管 理の 選考時 の評 価 項目、 こう いっ たもの です とか、 モニ タリ

ング の方 法、こ うい っ たもの につ いて 見直し を図 ってい ると ころ

でございます。

○稲田議長

現 在 、 だ ん だ ん 広 場 は 、 米 子 市 都 市 公 園 （ 内 浜 区

域） の施 設の一 つと し て指定 管理 者に よる管 理が されて いま す。

事業 報告 書から は、 １ １１に も上 る公 園や緑 地に 対して 多岐 にわ

たる 維持 管理や トラ ブ ル対処 など 丁寧 に携わ って いただ いて いる

様子 がう かがえ ます 。 ただ、 米子 市の 財政状 況を 見ます と、 やは

り駐 車場 特別会 計の 赤 字が目 につ きま す。駐 車場 の利用 を増 やし

収益 を上 げるに は、 米 子駅周 辺の にぎ わいづ くり が不可 欠で 、駐

車場 事業 単独で は工 夫 の余地 は限 られ ます。 イベ ント実 施な ど自

主事 業も 含めて 、だ ん だん広 場な ど駅 周辺施 設と 一体的 に民 間事



業者に委託するお考えはないか伺います。

○稲田議長 伊達都市整備部長。

○伊 達都 市整備 部長 駐車場 とだ んだ ん広場 等の 米子駅 周辺 施設

の一 体的 な民間 委託 と いうお 尋ね でご ざいま す。 市営駐 車場 及び

だん だん 広場等 の都 市 公園は 、現 在、 個別に 期間 を設け て指 定管

理制 度を 適用し まし て 、民間 事業 者に 管理を 委託 してい ると ころ

でご ざい ます。 現時 点 で米子 駅周 辺施 設の一 体的 な民間 委託 管理

につ きま しては 未定 で ござい ます 。今 後、一 体的 な管理 も含 め、

他市の事例などを情報収集に努めたいと存じます。

○稲田議長

他 市な ど で中央 の大 企業 が運営 に携 わって にぎ わっ

てい る公 共施設 のこ と などを 知る と、 単純に 羨ま しく思 って しま

うわ けで すが、 米子 市 の施設 の状 況に 合うよ うな 事例が あれ ば、

積極 的に 取り入 れて い ただき たい と思 います ので 、要望 して おき

ます。

次 に、 地域公 共交 通 会議に つい てで すが、 より 活発な 議論 がさ

れる よう 取り組 むと い う御答 弁で した が、ど のよ うに活 発化 され

るのか、もう少し具体的にお聞かせください。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 具体的 な方 策に ついて のお 尋ねで ござ いま

すけ れど も、こ の交 通 会議は 非常 に専 門的な 議事 が多い 、そ うい

うこ とか ら、あ らか じ め各委 員の 皆さ んに協 議内 容をあ る程 度理

解し てい ただく こと が 会議当 日の 活発 な議論 につ ながる と、 そう

いうふうに考えているところでございます。

現 時点 でもそ れぞ れ の委員 の皆 さん には発 言は 基本的 には 多く



いた だい ている とこ ろ でござ いま すが 、今後 も事 前に資 料を 送付

いた しま して、 そし て 必要に 応じ まし てやっ ぱり 詳しい 説明 とい

うの を私 どもの ほう か らさせ てい ただ きたい と、 そうい うふ うに

考えているところでございます。

○稲田議長

ど うぞ 、 本当に よろ しく お願い いた します 。何 か見

てい て、 事業者 さん は もちろ んす ごく 詳しい わけ で、市 民の 方は

本当 に、 本当に 一般 の 市民の 方が 貴重 な時間 を割 いて来 てい ただ

いて いま すので 、先 ほ ど言わ れた よう な取組 、非 常に大 切だ と思

いますので、よろしくお願いいたします。

次 に、 では、 住民 一 人一人 を大 切に する市 政運 営につ いて 、再

質問 をし ていき ます 。 マスと 捉え た対 応か、 個別 対応か 、ど ちら

を重 視す るかに つい て は、個 々の 課題 にふさ わし い対応 を行 って

いくべきという御答弁でした。

マ スで 捉えた 対応 と して、 学校 での フッ化 物洗 口を例 に挙 げた

んで すが 、家庭 によ っ てはフ ッ化 物を 相当量 含有 する歯 磨き 粉で

ふだ んか ら適切 に虫 歯 管理を され てい て、さ らに フッ化 物洗 口の

必要 のな い児童 も含 ま れると 歯科 医か ら聞い てい ます。 学校 での

一斉 実施 につい ては 必 要性が 少し 疑問 ではな いか なと思 って おり

ます 。子 どもに よっ て はフッ 化物 への 過剰な 暴露 という こと にも

なり 得ま す。家 庭で 十 分ケア して もら えない 、で きない 子ど もの

虫歯 管理 に資す るた め の事業 と伺 って はいま すが 、歯磨 きが そも

そも 十分 でなけ れば フ ッ化物 の効 果も 限定的 とな ります 。少 子化

社会 では 少ない 子ど も にしっ かり 手を かけて 育て る傾向 があ り、

子ど もを マスで 捉え た 施策よ り子 ども 一人一 人の エンパ ワー メン



トが 必要 であり 、課 題 解決に は丁 寧な 個別対 応が 求めら れる と考

えま す。 学校で のフ ッ 化物洗 口の 一斉 実施に つい て見直 すお 考え

はないか伺います。

○稲田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 学 校で のフッ 化物 洗口の 事業 実施

につ いて のお尋 ねで ご ざいま すけ ども 、個々 の家 庭の条 件に 左右

され ずに 継続的 に行 う ことが でき ます 虫歯予 防策 でござ いま すの

で、見直す考えはございません。

○稲田議長

こ れは 県 議会で も質 問が ありま して 、歯科 医師 によ

って いろ いろと 見解 が 異なる よう です ので、 そち らのほ うの コン

セン サス 、しっ かり 確 認した 上で 実施 をする のか しない のか を検

討していただければと思います。

最 後に 、労働 者一 人 一人を 大切 にす る働き 方を 事業者 に啓 発し

てい くと の御答 弁で し た。従 来と 異な る価値 観が 必要な とき に啓

発は非常に重要と考えます。

人 口オ ーナス 期に お いては 、育 児、 介護、 難病 、障が いな どは

労働 する 上での 障壁 で はない とい う、 労働環 境の 整備が 重要 と言

われ てい ます。 育児 が 労働上 の障 壁と なる場 合、 最も影 響を 受け

るの が独 り親家 庭で す 。立命 館大 学の 桜井啓 太准 教授に より ます

と、 ＯＥ ＣＤ加 盟国 の うち、 独り 親世 帯が就 業す るとか えっ て貧

困率 が上 がるの は日 本 だけと され てい ます。 理由 につい ては 、日

本は 子ど もを持 つこ と の労働 上の 不利 益が大 きい からで 、こ うい

った 子ど もを持 つこ と の不利 益は チャ イルド ペナ ルティ ー、 子育

て罰 と呼 ばれて いま す 。この よう な状 況で独 り親 世帯へ 就労 支援



をす るこ とは、 貧困 者 を働く 貧困 者、 いわゆ るワ ーキン グプ アへ

と誘 導し ている だけ と なって しま いま す。米 子市 におい て、 独り

親世 帯の 所得帯 ごと の 割合は どの よう になっ てい ますで しょ うか。

○稲田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 本市 にお ける 独り親 世帯 の所得 帯ご との

割合 につ いてで ござ い ますが 、現 時点 におき まし て独り 親世 帯の

所得帯ごとの割合は把握をしておりません。

○稲田議長

国 のほ う もあら ゆる 雇用 管理の 段階 におい て男 女間

の事 実上 の格差 が残 っ ている との 認識 です。 そう いった 男女 間の

格差 の影 響で最 も不 利 益を被 るの は母 子家庭 と言 えます 。令 和３

年度 全国 ひとり 親世 帯 等調査 によ りま すと、 母子 世帯、 父子 世帯

とも 就業 率が８ ５％ を 超える もの の、 母子家 庭に おきま して は非

正規 率が ３ 8.８ ％ と 、 父 子 家 庭 の 4.９ ％ を 大 き く 上 回 り ま す 。 米

子 市 に お い ても この よ うな状 況が ある かどう か、 把握さ れて いま

すでしょうか。

○稲田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 本市 にお きま す母子 家庭 の非正 規率 につ

いて でご ざいま すが 、 厚生労 働省 の調 査のと おり 、全国 的に 母子

世帯 につ きまし ては 父 子世帯 に比 べま してパ ート ・アル バイ ト率

が高 いた め、本 市に お きまし ても 同様 である こと は想定 でき ます

が、具体的な数値の把握はしておりません。

○稲田議長

男 女の 賃 金の差 異の 解消 など、 雇用 におけ る男 女の

公平 性の 担保は 、労 働 力不足 への 対応 だけで なく 母子家 庭の 貧困



解消 を根 本的な 解決 に 導く可 能性 があ ります 。労 働環境 の整 備に

つい て啓 発をし てい く という 御答 弁で したが 、な かなか 啓発 だけ

では 民間 企業の 変化 を 促すの は難 しい のでは ない かと思 いま す。

鳥取 市で は、男 女共 同 参画か がや き企 業認定 とい う制度 を独 自に

設け 、子 育て支 援に 限 らず、 男女 共同 参画に 理解 があり 仕事 と家

庭の 両立 に配慮 しな が ら男女 がと もに 働きや すい 職場環 境づ くり

に積 極的 に取り 組ん で いる企 業を 応援 すると して 、鳥取 市建 設工

事入 札参 加者格 付に 加 点をし てい ます 。米子 市の 官民連 携に おけ

る事 業者 評価に 男女 共 同参画 の観 点か ら加点 を加 えるお 考え はな

いか、改めて伺います。

○稲田議長 八幡総合政策部長。

○八 幡総 合政策 部長 事業者 評価 にお いて男 女共 同参画 の観 点か

らの 加点 につい ての お 尋ねで ござ いま すが、 鳥取 市さん でそ うい

うふ うに 取り組 んで お られる とい うの は、こ れは 承知は して おり

ます けど も、現 時点 で は事業 者に 対す る米子 市独 自の認 定制 度で

すとか事業者評価については考えておりません。

○稲田議長

独 り親 の 貧困、 子ど もの 貧困に 関し て、ど こま で本

気で 取り 組んで おら れ るのか 、少 し疑 問に思 うと ころで す。 指定

管理 につ いては 見直 し を検討 して いる という 御答 弁でし たの で、

男女 とも 働きや すい と いう観 点も ぜひ 加味し てい ただき ます よう

要望をしておきます。

子 ども の貧困 対策 に おいて も、 保護 者の働 きや すさや 収入 安定

は重 要な 課題で す。 米 子市子 ども の貧 困対策 推進 計画ひ まわ りプ

ラン は令 和５年 度を 終 期とし てい ます が、次 期計 画の策 定状 況に



ついて伺います。

○稲田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 米子 市子 ども の貧困 対策 推進計 画次 期計

画の 策定 状況に つい て でござ いま すが 、国が 策定 いたし まし たこ

ども 大綱 及び県 が策 定 を進め てお りま す子ど も計 画は、 いず れに

おき まし ても子 ども の 貧困に 係る 計画 を一体 的に 作成し てお りま

す。 本市 におき まし て も、現 行の 米子 市子ど もの 貧困対 策推 進計

画を 暫定 的に延 長し 、 令和６ 年度 の米 子市子 ども 計画を 策定 する

際に一体的に策定してまいります。

○稲田議長

先 ほど も 申し上 げま した けど、 こど も基本 法、 子ど

もの 権利 をしっ かり 定 めてお りま す。 がらっ と変 わる可 能性 があ

りま すの で、策 定作 業 も大変 かと 思い ますが 、ど うぞよ ろし くお

願いいたします。

独 り親 支援に 限ら ず 子ども を持 つ女 性の就 労支 援は、 資格 取得

など 個人 のさら なる 努 力を求 める もの がほと んど です。 母子 家庭

が貧 困に 陥るこ と、 出 産後の 女性 が就 労に不 利に なるこ とは 、当

事者 の女 性だけ の責 任 なので しょ うか 。子ど もを 持つこ とで こう

いっ た不 利益が 生じ る 国で、 結婚 しな い、子 ども を持た ない とい

う選 択を する女 性が 増 えるの は当 然の ことで はな いでし ょう か。

不利 益に フォー カス せ ず、子 ども を持 つ喜び をも っと教 える べき

とい う考 え方も あり ま すが、 それ が行 政の役 割な のかは 甚だ 疑問

です 。就 労支援 それ 自 体が悪 いわ けで はあり ませ んが、 働く こと

が貧 困の 解消に つな が るため には 、ジ ェンダ ー平 等で育 児差 別も

ない 雇用 慣行、 正規 ・ 非正規 の待 遇格 差の是 正な ど、子 ども を持



つこ とに よる不 利益 の 解消が 必要 で、 そこに 行政 の果た す役 割は

大き いで す。次 期の 子 ども貧 困対 策推 進計画 では 、実態 を調 査し

た結 果に 基づき 、母 子 家庭の 貧困 をも たらす 社会 背景の 是正 に取

り組 むこ とをぜ ひと も 盛り込 んで いた だきた いと 考えま すが 、い

かがでしょうか。

○稲田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 次期 子ど もの 貧困対 策推 進計画 に母 子家

庭の 貧困 をもた らす 社 会背景 の是 正を 盛り込 むこ とにつ いて のお

尋ね です が、ジ ェン ダ ー平等 や正 規・ 非正規 雇用 の是正 を含 む就

労の 問題 につき まし て は、独 り親 の貧 困にと どま る問題 では なく、

社会 背景 の是正 に関 わ る課題 であ るこ とから 、市 全体の 政策 とい

たしまして是正に取り組むべきものと考えております。

○稲田議長

市 全体 の 政策と して 是正 に取り 組む べき、 本当 にお

っしゃるとおりです。

市 長、 そうい うこ と ですが 、一 言コ メント をい ただけ ませ んで

しょうか。

○稲田議長 伊木市長。

○伊 木市 長 今 、本 部 長が答 弁を した とおり でご ざいま す。 市の

政策 の全 体の中 で是 正 に取り 組む べき だとい うふ うに考 えて おり

ます。

○稲田議長

あ りが と うござ いま す。 ぜひよ ろし くお願 いい たし

ます。

人 口オ ーナス 期に ま ずやら なけ れば ならな いこ とは、 人口 ボー



ナス 期に つくら れた 社 会背景 の是 正で あると 思い ます。 その 影響

は経済から地域福祉まで多岐にわたっていきます。出生数７５万 8,

６ ３ １ 人 が 突 き つ け て い る 現 実 に 気 づ いた自 治体 から変 わっ てい

ます 。米 子市も 後れ を 取らな いよ う、 全庁的 な取 組を期 待い たし

まして、私の質問を終わります。


